
議 会 運 営 委 員 会

日時：令和６年１１月２８日（木）

午前１０時

場所：本館３階 議場

事 件

１）令和６年１２月熊取町議会定例会の運営について

２）その他
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様式１

予 定 議 案 委員会付託 担当部 説明者又は報告者

・熊取町新たな地場産品創出等条例

・刑法等の一部を改正する法律等の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例

・退職手当条例の一部を改正する条例

・訴えの提起について

・訴えの提起について

・訴えの提起について

・訴えの提起について

・訴えの提起について

・訴えの提起について

・債権の放棄について

・債権の放棄について

・債権の放棄について

・債権の放棄について

・工事請負契約の締結について（熊取町

立西小学校④－１、④－２、⑦棟外壁

等改修工事）

・工事請負契約の締結について（準用河

川見出川左岸河川法面修繕工事（Ｒ６

－１））

総合政策部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 合 政 策 部 長

（田中 耕二）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 長

（永橋 広幸）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）

総 務 部 理 事

（井口 雅和）
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予 定 議 案 委員会付託 担当部 説明者又は報告者

・小学校教師用指導書の購入について

（追認）（平成 26 年度分）

・小学校教師用指導書の購入について

（追認）（令和元年度分）

・小学校教師用指導書の購入について

（追認）（令和５年度分）

・令和６年度熊取町一般会計補正予算

（第６号）

・令和６年度熊取町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）

・令和６年度熊取町介護保険特別会計補

正予算（第２号）

教育委員会

事 務 局

教育委員会

事 務 局

教育委員会

事 務 局

総合政策部

健康福祉部

健康福祉部

教 育 次 長

（巖根 晃哉）

教 育 次 長

（巖根 晃哉）

教 育 次 長

（巖根 晃哉）

総 合 政 策 部 長

（田中 耕二）

健 康 福 祉 部 長

（野原 孝美）

健康福祉部統括理事

（ 石 川 節 子 ）

追 加 予 定 議 案 担当部 説明者又は報告者

・一般職職員給与条例の一部を改正する

条例

・一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例

・常勤特別職職員給与条例の一部を改正

する条例

・議会議員報酬等条例の一部を改正する

条例

・勤務時間、休暇等条例の一部を改正す

る条例

・指定管理者の指定（熊取町立総合体育

館及び熊取町立町民グラウンド）につ

いて

・令和６年度熊取町一般会計補正予算

（第７号）

・令和６年度熊取町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）

・令和６年度熊取町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

総 務 部

教育委員会

事 務 局

総合政策部

健康福祉部

健康福祉部

総 務 部 長

（永橋 広幸）

総 務 部 長

（永橋 広幸）

総 務 部 長

（永橋 広幸）

総 務 部 長

（永橋 広幸）

総 務 部 長

（永橋 広幸）

教育委員会事務局理事

（ 三 原 順 ）

総 合 政 策 部 長

（ 田 中 耕 二 ）

健 康 福 祉 部 長

（ 野 原 孝 美 ）

健 康 福 祉 部 長

（ 野 原 孝 美 ）
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追 加 予 定 議 案 担当部 説明者又は報告者

・令和６年度熊取町介護保険特別会計補

正予算（第３号）

・令和６年度熊取町下水道事業会計補正

予算（第１号）

健康福祉部

都市整備部

健康福祉部統括理事

（ 石 川 節 子 ）

都市整備部理事

（庭瀬 義浩）
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様式２

報 告 案 件 担当部 説明者又は報告者

・令和６年度熊取町一般会計補正予算（第５号）の

専決処分報告について

総合政策部 総 合 政 策 部 長

（田中 耕二）

行 政 報 告 事 項 担当部 説明者又は報告者

・損害賠償に関する専決処分報告について

・損害賠償に関する専決処分報告について

健康福祉部

都市整備部

健康福祉部理事

（阪上 正順）

都 市 整 備 部 長

（白川 文昭）
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曜日 種　　別　　内　　容　　等

28 木 10：00　議会運営委員会

29 金

30 土

12 1 日

2 月

3 火

4 水 10:00　本会議（第１日）

5 木 10:00　本会議（第２日）

6 金 10:00　本会議（予備日）

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水
10：00　事業厚生常任委員会
13：30　議会運営委員会
15：30　原子力問題調査特別委員会

12 木
10：00　総務文教常任委員会
13：30　議員全員協議会

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火 10：00　本会議（最終日）

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日 年末閉庁

30 月 年末閉庁

31 火 年末閉庁

令和6年12月定例会日程表（案）

月　日
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委員会付託

日程第１ 会議録署名議員の指名 －

日程第２ 会期の決定 －

日程第３ 一般質問 －

日程第４ 議案第６８号 令和６年度熊取町一般会計補正予算（第５号）の専決処分報告について 省略

日程第５ 議案第６９号 熊取町新たな地場産品創出等条例 総務

日程第６ 議案第７０号 刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 総務

日程第７ 議案第７１号 退職手当条例の一部を改正する条例 総務

日程第８ 議案第７２号 訴えの提起について 総務

日程第９ 議案第７３号 訴えの提起について 総務

日程第１０ 議案第７４号 訴えの提起について 総務

日程第１１ 議案第７５号 訴えの提起について 総務

日程第１２ 議案第７６号 訴えの提起について 総務

日程第１３ 議案第７７号 訴えの提起について 総務

日程第１４ 議案第７８号 債権の放棄について 総務

日程第１５ 議案第７９号 債権の放棄について 総務

日程第１６ 議案第８０号 債権の放棄について 総務

日程第１７ 議案第８１号 債権の放棄について 総務

日程第１８ 議案第８２号 工事請負契約の締結について（熊取町立西小学校④－１、④－２、⑦棟外
壁等改修工事）

総務

日程第１９ 議案第８３号 工事請負契約の締結について（準用河川見出川左岸河川法面修繕工事（Ｒ
６－１））

総務

日程第２０ 議案第８４号 小学校教師用指導書の購入について（追認）（平成26年度分） 総務

日程第２１ 議案第８５号 小学校教師用指導書の購入について（追認）（令和元年度分） 総務

日程第２２ 議案第８６号 小学校教師用指導書の購入について（追認）（令和５年度分） 総務

日程第２３ 議案第８７号 令和６年度熊取町一般会計補正予算（第６号） 総務

日程第２４ 議案第８８号 令和６年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 事業

日程第２５ 議案第８９号 令和６年度熊取町介護保険特別会計補正予算（第２号） 事業

日程第２６ 請願第 １ 号 小中学校及び保育所等の給食費完全無償化を求める請願書 省略

令和６年１２月熊取町議会定例会議事日程（案）
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請願第１号 　小中学校及び保育所等の給食費完全無償化を求める請願書

受理番号 　Ｒ０６熊議第０００５２７号

受理年月日 　令和６年１１月１９日

請願の要旨

（１）小中学校の給食費の無償化を来年度以降も継続的に実施
　　　してください。
（２）保育所と幼稚園等の給食費を完全無償にしてください。
（３）町から、国と大阪府に財政支援を強く求めてください。

請願者の住所
及び氏名

大阪狭山市大野台１－２５－９
　熊取町の子育て支援「給食費無償化を求める連絡会」　伊藤　守
熊取町大久保南５－１－２３
　くまとり社会保障推進協議会　会長　大浦　正義
泉南市樽井２－８－２
　泉州南部教職員組合　代表　齊喜　あづさ
熊取町自由が丘２－１５－１３
　全日本年金者組合・阪南東支部　熊取代表　辻　清孝
熊取町新野田２－１１－５
　新日本婦人の会・熊取支部長　米田　芳子　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　署名　７２０名

紹介議員氏名 　坂上　巳生男　　文野　慎治　　　

付託委員会 　―

令和６年１２月熊取町議会定例会　請願文書表
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1 意見書等

1)

（ 令和6年11月 26日 受付、R06熊議第000181-9 号）

（提出議員:坂上　巳生男 議員）

2)

（ 令和6年11月 26日 受付、R06熊議第000181-10 号）

（提出議員:坂上　巳生男 議員）

2 要望書等
1)
（ 令 和 6 年 8 月 23 日 受付、第　 000322 号） （配布済み）

2)
（ 令 和 6 年 9 月 10 日 受付、第　 000357 号） （配布済み）

3)
（ 令和6年10月 24日 受付、第　 000452 号） （配布済み）

4)

（ 令 和 6 年 11 月 1 日 受付、第　 000471 号） （配布済み）

5)
（ 令和6年11月 12日 受付、第　 000504 号） （配布済み）

6)

（ 令和6年11月 18日 受付、第　 000520 号） （配布済み）

議会運営委員会資料

令和6年11月28日

意見書・要望書等一覧

「再審法（刑事訴訟法の再審規定）」の改正を求める意見書(案）

訪問介護事業の基本報酬引下げの撤回と介護報酬全体の大幅な引上げを求める意見書（案）

「再審法改正を求める意見書」採択に関するお願い

（提出者：　大阪弁護士会　会長　大砂　裕幸)　　

令和７年度　理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い

（提出者：　公益社団法人　日本理科教育振興協会　会長　大久保　昇)　　

学校教材備品の計画的な整備推進についてのお願い

（提出者：　一般社団法人　日本教材備品協会　会長　大久保　昇)　　

臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための
法整備等を求める意見書提出の陳情

（提出者：　一般社団法人　中国における臓器移植を考える会　代表　丸山　治章）

「再審法改正を求める意見書」採択に関するお願い

（提出者：　大阪弁護士会　会長　大砂　裕幸)　　

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める自治体議会意見書採択のお願
い

（提出者：　原水爆禁止大阪府協議会　理事長　川辺　和宏)　　
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「再審法（刑事訴訟法の再審規定）」の改正を求める意見書（案）

冤罪は国家による最大の人権侵害の一つであり、冤罪被害者の人権救済は、「基本的人権の尊重」を掲
げる日本国憲法からも「人権擁護都市」を宣言している熊取町にとっても、重要な課題である。
しかし、冤罪被害者を救済する「再審」制度では、その法律（刑事訴訟法）において、再審請求手続

きの審理のあり方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。いわば、「再審
のルール」がないため再審請求手続きの審理の適正さが制度的に担保されず、公平性が損なわれている。
とりわけ、再審における証拠開示の問題は重要である。過去の多くの冤罪事件 では、警察や検察庁と

いった捜査機関の手元にある証拠が再審段階で明らかになり、それが冤罪被害者の救済の大きな原動力
となった。冤罪被害者を救済するためには、捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みが必要だが、
現行法には それを定めた明文規定がない。
また、再審開始決定がなされても、検察官が不服を申し立てる事例が相次いでおり、冤罪被害者の速

やかな救済が妨げられている。速やかな再審公判への移行を行うためには、検察の不服申し立てを認め
るべきではない。さらに、審理のあり方についても明文規定がなく、審理に格差が生じることのないよう、
手続き規定における整備が必要である。
１９６６年に発生した殺人事件で「犯人」として死刑判決を受けた袴田巌氏は、間違った裁判によっ

て、５８年間という人生の半分以上を奪われた。２０２４年９月２６日、静岡地裁は袴田氏に再審無罪判
決を言い渡し、１０月９日に検察官が上訴権を放棄したことにより、判決が確定した。最初の再審請求か
ら再審開始まで４２年もかかったのは法整備の遅れによるもので、 無辜の民の犠牲をこれ以上生まない
ために、速やかな法整備が求められる。
よって本町議会は国に対し、冤罪被害者を一刻も早く救済するために、以下の点について再審法を速

やかに改正することを求める。

記

１ 再審請求手続きにおける証拠開示の制度化
２ 再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止
３ 再審請求手続きにおける手続き規定の整備

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和６年１２月 日

熊取町議会

提出先 内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長
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訪問介護事業の基本報酬引下げの撤回と介護報酬全体の大幅な引上げを求める意見書（案）

高齢者の在宅介護が危機的状況に置かれている。

コロナ禍に続く物価高騰によって介護事業所の運営が厳しい状況の下で、介護職員の処遇改善は進ん

でおらず、人手不足に拍車がかかっている。その中で、今年度の介護報酬改定によって、訪問介護の基本

報酬が引き下げられた。これに対し、全国社会福祉協議会など介護関係団体から厳しい抗議の声が沸き

起こっている。

全国コープ福祉事業連帯機構の訪問介護事業所への影響に関する調査によれば、１４法人（１２７の訪問

介護事業所）の２０２４年４～５月の累計実績は、事業収入では前年同月比マイナス１．３％と悪化し、事業

利益では赤字に転落し、１４法人で４０７５万円の減益となった。低すぎる介護報酬のため職員の処遇改善

を図ることが困難な実態があり、ヘルパーの人材不足が深刻になるなど、報酬引き下げによる影響が明ら

かになった。

ホームヘルパーは 2022 年度の有効求人倍率が 15 倍以上という深刻な人手不足である。そのため、

2024 年の「訪問介護事業者」の倒産が 10 月までに 72 件判明し、2023 年の年間 67件を上回り、過

去最多を記録している（東京商工リサーチ）。ほとんどが小規模・零細事業所の倒産である。

このままでは、在宅介護を受けられない高齢者の「在宅放置」を招きかねない。

身体介護、生活援助などの訪問介護は、要介護者の在宅での生活を支えるうえで欠かせないものであ

る。介護利用者からは「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らし続けられない」「親を施設に入

れざるを得ない」と不安と抗議の声が広がっている。

よって国及び政府においては、訪問介護事業の基本報酬引下げを撤回し、介護労働者の大幅な処遇

改善ができるよう介護報酬全体の引上げを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和６年１２月 日

熊取町議会

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長
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